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　大災害からの被害を軽減する上では、減災のための事前
の「備え」と「構え」が欠かせない。この備えと構えの必要性
を的確に示したのが、第2回国連防災世界会議で採択され
た「兵庫行動枠組」である。この兵庫行動枠組が、来年仙台で
開催される予定の第3回国連防災世界会議で再び議論され
ようとしているので、事前減災の備えと構えの内容に即し
て、兵庫行動枠組について触れておきたい。

事前減災としての備えと構え
　ここで「備え」というのは、事前に取り組むべき課題をいい、

「構え」というのは、その課題を実行するための基盤をいう。
　事前の備えには、予防医学的備え、緊急治療的備え、回復
再生的備え、公衆衛生的備えの「4つの備え」がある。予防医
学的備えでは、被害を生じさせないように、脆弱な体質の改
善をはかることが求められる。都市の不燃化や建築の耐震
化がこれに当たる。緊急治療的備えでは、被害の拡大を許さ
ないように、応急対応の体制や資源を整備しておくことが
求められる。活動マニュアルの作成や緊急装備の用意がこ
れに当たる。回復再生的備えでは、被害の回復を迅速にはか
れるように、復旧や復興に関わる制度や資源を予め準備し
ておくことが求められる。復興制度の確立や復興基金の整
備がこれに当たる。最後の公衆衛生的備えでは、被害軽減を
側面から支援できるように、被害軽減のための土壌や文化
を強化しておくことが求められる。コミュニティの醸成や
共生文化の構築がこれに当たる。
　もう一方の構えでは、危険認識的構え、減災文化的構え、
体制構築的構え、制度整備的構えの「4つの構え」が必要と
なる。危険認識的構えと減災文化的構えは、精神的な土壌に
関するもので、リスクコミュニケーションに努め正しい危
険認識を育むのが前者、正しい価値観に基づく慣習として
生活文化を育むのが後者である。ヒューマンウエアに関わ
る構えということができ、防災教育と密接に関わっている。
体制構築的構えと制度整備的構えは、態勢的な環境に関す
るもので、官民の防災組織体制を整備するのが前者、復興や
救助に関わる法制度を整備するのが後者である。ソフトウ
エアに関わる構えということができ、防災行政と密接に関
わってくる。

兵庫行動枠組の重要性
　この備えと構えに関わって、「兵庫行動枠組」を交通整理
しておこう。この行動枠組では、減災のための3つの戦略と
5つの行動目標が示されている。
　3つの戦略では、第1に「持続可能な開発の取り組みに減
災の視点を取り入れる」、第2に「コミュニティを含む様々
なレベルでの体制整備に努める」、第3に「予防から復興に

至るすべての段階でリスクの軽減をはかる」ことが提起さ
れている。第1は減災の視点、第2は減災の構え、第3は減災
の備えを提起したものと、解することができる。
　5つの優先すべき行動目標を図に示す。第１に、防災を優
先する行政姿勢やガバナンスの構築が求められている。減
災のための制度の整備も提示されており、態勢面の構えが
求められている。第2に、災害リスクの評価やそれに関わる
コミュニケーションが求められている。精神面の構えの中
の危機認識が求められている。第3に、防災意識の醸成や防
災教育の推進を提起しており、精神面の構えの中の減災文
化が求められている。第4に、世界の地域社会が抱える脆弱
性に焦点を当て、その脆
弱性の克服あるいはリ
スクの軽減が強調され
ている。ここでは、事前
の備えの中の「予防医
学」と「公衆衛生」が強調
されている。最後の第5
では、事前の備えの中の

「緊急治療」と「回復再
生」が強調されている。
　以上のように、私の提起した「備え」と「構え」が5つの行
動目標として、兵庫行動枠組の中で簡潔に整理され提起さ
れている。備えと構えという事前減災の枠組みが、まさに国
際標準であることが分かる。

仙台会議に向けての取り組み
　来年の仙台の会議では、兵庫行動枠組の検証を通して、事
前の減災の取り組みのあり方があらためて議論される。東
日本大震災の被災地で開催されるということもあって、事
前の減災に加えて事後の復興の取り組みも議論されよう。
ここで必要なことは、各都市が事前減災あるいは事前およ
び事後の復興の実績を持ち寄ることである。各自治体が地
域計画の見直しを行い、事前減災の取り組みを一層強化し
て、仙台会議を迎えるようにしたい。
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図　「兵庫行動枠組」の 5つの優先行動目標

◦防災優先のガバナンスと制度

◦災害リスクの評価と早期警報

◦防災意識や防災文化の醸成

◦潜在リスクや被災基盤の解消

◦応急対応の備えと事前準備
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「最近の児童養護について考える」

亀岡　智美
兵庫県こころのケアセンター

　全国の児童相談所における子ども虐待相談対応件数は、

約20年間右肩上がりを続け、昨年度はついに6万件を突破

した。子どもの人口が減少しているのに、である。これら

のうち22.3%の子どもは一時保護され、6.7%に当たる約

4,500人の子どもたちは、児童養護施設入所や里親委託な

どの処遇を受けた。一方現在、全国で約4万7千人の子ども

たちが、何らかの事情で社会的養護を受けている。そして、

これらの子どもたちの半数以上が虐待を受けた体験を有し

ていることが判明している。

　このような世相を反映してか、昨年度放映されたテレビ

ドラマが物議を醸した。虐待環境で育ち、生活の場を求めて

やって来たらしい子どもたち数人が生活する施設（グルー

プホーム）がドラマの舞台である。このドラマに対し、赤

ちゃんポストを運営している熊本市慈恵病院や全国児童養

護施設協議会、子ども虐待防止学会などが、ドラマの中止要

請や抗議文・緊急声明などを出していることからも、事の大

きさがうかがえる。実際、現在児童養護施設で生活している

子どもがこのドラマを視聴した結果、精神不調や体調不良・

不登校状態をきたした例も報告されているという。結局、 

4話以降はCMが打ち切りになるという異様な状況下で、そ

れでも放送は最終回まで続けられた。また現在、放送倫理・

番組向上機構に人権侵害の申し立てがなされ、その取り扱

いが審議されている。

　放送内容に対する意見をまとめるために、我慢をしなが

らドラマを視聴した専門家は少なくないと思われるが、ま

ず、登場する施設職員や児童相談所職員の、現実離れした、

ことさら冷徹で暴力的な言動に驚かされる。さらに、登場す

る大人のほとんどが何らかの傷つき体験と葛藤を抱えてい

るらしいことが明らかになる。彼らの大部分は、子どものケ

アどころか、自らの感情と行動を制御することにも汲々と

しているように見える。彼らは、自らの傷つき体験を惜しげ

もなく子どもの前で曝露し、子どもたちに支えられながら、

その傷を癒やそうともがき苦しむのである。

　一方の子どもたちは、といえば、児童精神科医の目から見

ると、どの子もそれなりに健康度が高そうだった。表面的に

はお互い汚い言葉でののしり合ったりもしているが、自ら

の葛藤を受け止め、結局はお互いの痛みを分かち合い、助け

合っていくのである。併行して、「良い里親にもらってもら

う」ことを目指して、サバイバルゲームを展開していく。ま

るで、よくある学園ドラマをイメージさせる展開であり、な

ぜ、児童養護施設を舞台にしなければならなかったのかが

よく分からなかった。

　それでは、現実の児童養護施設の実態はどうなのか。虐待

を受けた子どもは、さまざまな精神医学的症状や行動上の

問題を呈することが多いため、個別的な配慮が必要になる

ことが少なくない。大部分の子どもたちは、自分が体験した

ことの意味が分からず、「自分が悪い子だから」施設に入所

する羽目になったと思っている。自暴自棄になっている子、

諦めと無力感に圧倒されている子、衝動をコントロールで

きず暴力や自傷を繰り返す子、自分の気持ちに気付くこと

さえできない子、貝のように心を閉ざしている子、つらい気

持ちがまひしてしまい感じることができない子、など、ドラ

マに登場した子どもとは比較にならないくらい個別性に富

んでいる。これらの背後には、何らかの心的外傷関連の症状

が潜んでいることが少なくない。虐待されるという体験が、

鮮明で断片的な記憶となり、施設に入所して虐待の加害者

から保護されても、なおその出来事が昨日のことのように

よみがえり、再体験症状や回避症状、過覚醒症状などとなっ

て表出されることがあるからである。このような子どもた

ちを多く抱えた施設の職員は、疲弊せざるを得ない状況で

ある。

　さらに、これらの傷ついた子どもたちに、温かい生活の場

を提供するはずの児童養護施設の居住環境が劣悪であるこ

とは、多くの専門家の指摘するところである。一人当たりの

居住面積の最低基準が2011年から引き上げられて4.95㎡

になったとはいえ、養護老人ホームの半分以下である。神戸

大学の田中究らは、老朽化した施設が立て替えられて居住

環境が改善したことにより、入所児の行動も改善したこと

を明らかにしている。

　このような児童養護施設の実態を直視するのは、誰に

とってもつらいことである。しかし、それでも、逆境的な環

境で育たざるを得なかった子どもたちに、健全な育ちを保

障するために何が必要なのかを、私たち全員が真剣に考え

る必要があると思う。
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